
＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成を実施している事例＞

○色川に魅力を感じる新規就農者が入植

１．集落協定の概要

市町村･協定名 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 色 川
ひがしむろぐんなちかつうらちよう いろかわ

協 定 面 積 田（72％） 畑（28％） 草地 採草放牧地
19ha 水稲 茶等

交 付 金 額 個人配分 0％
333万円 共同取組活動 水路、農道維持管理費 33％

100％ 積立金（施設） 32％（ ）
鳥獣被害防止対策 14％
農地管理費、その他 21％

協定参加者 農業者70人（うち交付対象農地を持たない農業者：３人）

２．取組に至る経緯

当集落は、農林業の衰退・鉱山の閉鎖・住民の高齢化等によって、不作付地の増加や

山林の施業不足に悩まされる過疎の村となった。このような中、過疎・高齢化の進展に

よる集落社会の崩壊を避けるため、都市からの新規定住者の受入が始まり、当初の就農

者が地元に根を下ろし出すと、農業の研修や農村での暮らしを実際に体験しようと、全

国から就農希望者が訪れるようになった。

また、高齢化が進展する中、地区それぞれが単独で集落の諸問題に取り組むよりは、

色川地域（旧色川村）全体として取り組むことが重要と考え、平成18年度から既存の３

つの協定を統合するとともに、２地区を追加し、現在の集落協定に至っている。

３．取組の内容

、 、耕作放棄地の発生を防止し 現在の農用地を維持・確保していくことを最大の目標に

棚田の復田や賛助会員制度の実施、地元小学校との連携による田植え・稲刈りなどの体

験、共同電気柵設置やモンキードックによる猿追いなどの鳥獣害防止対策、水路・農道

・農用地等の維持・管理活動に取り組んでいる。

また、地区の活性化のために定住の促進に力を入れ、新規就農者用の住宅・農地の確

保・保全や体験・実習支援などの受け入れ体制の充実を図っている。

復田した棚田での田植え 新規就農者対策として農地 農地、住宅に隣接している

付き住宅を確保 林地の伐採



［集落の将来像］
○ 耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動等を可能とするため、色川に魅
力を感じ、生活文化・技術を継承できる新規就農者が継続的に入植し、地域にとけ込む雰囲気づくり
と体制づくりを行い、次世代に引き継がれていく体制の構築を目指す。

［将来像を実現するための活動目標］
○ 高齢化等により耕作困難となった農地の保全管理、新規就農者の確保による耕作放棄地の防止
○ 猿追いや共同電柵設置による鳥獣害防止対策等
○ 農業に魅力が持てるような環境整備
○ 新規就農希望者のための住宅・農地の仲介・斡旋、新規定住希望者への体験プログラム等

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 新規就農者の確保
（田14ha、畑5ha) （約1.0ha、随時） （住宅・農地の確保と保全、目

標３人）
個別対応 個別対応

共同取組活動

水路・作業道の管理 棚田賛助会員制度の実施
・水路1.1km、年2回 （約1.0ha） 鳥獣害防止対策

清掃、草刈り、台風・降 （箱檻の設置、電気柵の設置、
雨の後随時見回り 共同取組活動 集落周辺林地・果樹の伐採）

・道路5.5km、年2回 草刈り
共同取組活動

共同取組活動

学校教育との連携
農地法面の定期的な点検 （小学生の田植え、稲刈り等の
（随時） 体験）

共同取組活動 共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

平成21年４月現在、234世帯443人のうち新規定住者62世帯161人と、集落の約３分の

１が新規定住者となっており、地元民と新規定住者が一体となって様々な活動を行って

。 、 、 、いる 今後も新規定住者を積極的に受け入れて行く中 新規定住者の増加に伴い 農地

空き屋、生活用水が不足しており、耕作放棄地の復旧や簡易水道の整備が必要である。

［平成21年度までの主な効果］

○ 新規就農者の確保（目標３人、H21実績４人）

○ 鳥獣害防止対策

・箱檻の設置（H21実績：16基 、共同電気柵設置（H21実績：総延長約0.5㎞））

・集落周辺林地や廃園となった果樹の伐採、モンキードックによる猿追い

○ 耕作放棄地の防止、多面的機能増進

（棚田の復田：H21実績1.0ha、棚田での農業体験等：H21実績40人）

○ 学校教育との連携（H21実績：田植え、稲刈り延べ体験人数20人）


